
２０２０ ２０３０２００５

非住宅約４割

２０２１～２０３０
・新築戸建全体約５０万戸／年

の８割に導入
・既築約２５万戸／年に導入

（参考１） 太陽光発電の導入シナリオ（最大導入ケース） （試算）

住宅用：約３２０万戸

住宅用：約１０００万戸

２００５年の
約１０倍

３５万ｋｌ（１４０万ｋＷ）

３５０万ｋｌ（１４００万ｋＷ）

１３００万ｋｌ（５３００万ｋＷ）

住宅約8割

非住宅約2割

２０１１～２０２０
・新築戸建持家約３０万戸／年

の７割に導入
・既築は５万戸／年に導入

・産業用・公共用ポテンシャル
の概ね１割（ストック）に導入

住宅約８割

非住宅約２割

住宅約６割

２００５年の
約４０倍

・産業用、公共用ポテンシャル
の概ね８割（ストック）に導入



－ 太陽電池産業はもとより、素材・材料から設置・施工まで含めた太陽光の関連
産業の裾野の広さ、経済の活性化、雇用の創出効果

「２０２０年時点の太陽光発電関連の経済効果は最大約１０兆円、雇用規模は最大約１１万人」

（経済産業省「ソーラー・システム産業戦略研究会」報告から）

－ 我が国の太陽電池産業の高い国際競争力（高効率、長寿命）のグローバルな
競争環境の中での維持・強化

－ 再生可能エネルギーの中でも特に潜在的な利用可能量が多い純国産エネル
ギーとしての活用

「導入量を２０２０年に１０倍、２０３０年に４０倍」（「低炭素社会づくり行動計画」から）

－ 他の再生可能エネルギーと比べて国民が参画しやすいエネルギー源

－ 技術革新と量産効果による発電原価（2007年度：49円/kWh)の低減が見込まれ
ていること

「３～５年後に太陽光発電システムの価格を現在の半額程度にすることを目指す」（「低炭素社

会づくり行動計画」から）

など

（参考２） 「買取制度」の対象を太陽光発電に限定する理由 （例）



（参考３） ＩＥＡ Deploying Renewable 2008（２００８年９月）

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度
ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

市
場

展
開

開発 特定市場 大量市場

時間

プロトタイプ・

実証期技術

（例：第二世代

バイオ燃料）

コスト差が大

きい技術

（例：太陽

光）

コスト差が小

さい技術

（例：風力）

成熟技術

（例：水力）

継続的な研究開発実証・市場

的魅力の創出

投資コスト支援（投資税控除、

補助、低金利融資等）

技術間で衡平な競争

再生可能クレジット

取引、炭素排出取引

市場プルの促進

自主的な導入

安定・低リスクのため

の支援

価格的政策： FIT 、 FIP
量的政策：補助金

市場リスクの導入開始・最低

限利益を保証（徐々に縮小）
価格的政策： FIP

量的政策：技術特性を考慮し

た再生可能クレジット取引

特定技術に配慮しない

公平な競争

再生可能クレジット取引

炭素排出取引

開発 特定市場 大量市場 時間

成熟技術

（例．水力）市
場
拡
大

市場プルの促進

自主的な導入

継続的な研究開発、実証

市場的魅力の創出

投資コスト支援（投資税控除、補助、低金利融
資等）

安定性
低リスクのための支援

価格的政策 ： Feed-in-Tariff （F IT）、ＦＩＰ
量的政策 ： 補助金

コスト差が

小さい技術
（例．陸上風力）

プロトタイプ

実証段階の技術
（例．第二世代バイオ燃料）

コスト差が

大きい技術
（例．太陽光）

市場浸透度に応じた最低限の支援

及び支援の漸減
価格的政策 ： Feed-in-Premium （F IP）
量的政策 ： 技術特性を考慮した再生可能ク

レジット取引

－ 研究開発・実証段階のものは、研究開発投資や初期設備投資に対する支援が不可欠
－ 実用化段階にあるものの、高コストの初期段階は、固定価格買取制度等による市場の確保が重要
－ ある程度コスト低減が進めば、買取価格を市場価格と連動させたり、市場浸透度に配慮しつつＲＰ
Ｓ制度を導入するなど、政府の関与を最小限にとどめ、更に市場浸透度に応じて軽減していく必要
－ 最終的に市場で十分競争力をもつようになれば、グリーン電力証書など一般の制度と統合



－ 買取総額の抑制と国民負担の抑制

－ 電気事業者による自主的取組としての「余剰電力」を対象とした措置の存在

－ 導入家庭などにおける「省エネ努力」の「動機づけ」（「節電インセンティブ」）

（参考４） 「買取制度」の対象を「余剰電力」に限定する理由 （例）

（参考５） 「買取制度」の対象に「既存の設置分」を含む理由 （例）

－ 制度創設までに導入した家庭などの「努力」についての「評価」

－ 制度開始前の当面の「買控え」の防止

など

など



－ 技術革新による価格の低減

システムとしての高効率化

生産技術の高度化

太陽電池の「原材料」の革新
太陽電池の「製法」の革新 など

－ 量産効果・市場拡大による価格の低減

住宅のみならず産業・公共分野での需要の創出、導入促進の支援による国内市場の拡大

グローバルな市場の拡大、グローバルな競争環境の激化 など

－ 販売・施工などのコスト低減

販売の形態・チャネルの多様化・高度化

施工などの標準化 など

－ 価格の低減を促す制度的な枠組みの効果

「住宅用太陽光発電導入補助金」においてシステム価格の一定以下のものを補助対象に限定

「住宅省エネ改修に係る投資型減税措置」において「標準価格」を設定

「新たな買取制度」に基づく買取価格を制度開始後、毎年低減

（参考６） 太陽光発電システムの価格の低減の見通し（例）

など



新築住宅に３．５kWのシステムを設置した場合の試算例

太陽光発電システム 約２００万円

国の支援
（補助金と税）
約４５万円
（※１）

現在の家庭の負担
（設置後１０年時点）
約５０万円

電気料金節約額
（１０年間の合計）
約３５万円

支出

現在の
コスト回収

自治体支援

約１５万円
（※２）

※１ 補助金：約25万円＋減税：約20万円（住宅ローン減税）。
※２ 補助自治体の補助額平均：約15万円。都道府県レベル、市町村レベルの補助金が存在。
※３ 売電比率：現在約6割。

余った電力の
売電収入（※３）
（１０年間の合計）
約５５万円

国の支援
（補助金と税）
約４５万円

新制度下の
コスト回収

自治体支援

約１５万円

１０年間の新制度
による売電収入

約１１０万円

余った電力の売電収入

１０年程度で
コスト回収

電気料金節約額
（１０年間の合計）
約３５万円

（参考７） 太陽光発電システムのコスト回収 （新築住宅の試算の一例）



既築住宅に３．５kWのシステムを設置した場合の試算例

太陽光発電システム 約２４５万円

国の支援
（補助金と税）
約４５万円
（※１）

現在の家庭の負担
（設置後１５年時点）
約５５万円

電気料金節約額
（１５年間の合計）
約５０万円

支出

現在の
コスト回収

自治体支援

約１５万円
（※２）

※１ 補助金：約25万円＋減税措置：約22万円（省エネ改修と同時施工が要件。「二重窓工事」併用の場合）。
※２ 支援措置を講じている自治体の補助額平均：約15万円。都道府県レベル、市町村レベルの補助金が存在。
※３ 売電比率：現在約6割。

余った電力の
売電収入（※３）
（１５年間の合計）
約８０万円

国の支援
（補助金と税）
約４５万円

新制度下の
コスト回収

自治体支援

約１５万円

１０年間の新制度
による売電収入

その後の５年間（１１年目
～１５年目）の売電収入

約１１０万円

余った電力の売電収入

約２５万円

最長でも１５年程
度でコスト回収

電気料金節約額
（１５年間の合計）
約５０万円

（参考８） 太陽光発電システムのコスト回収 （既築住宅の試算の一例）



（再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映）
第十四条

国は、特定エネルギー供給事業者による再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るために再
生可能エネルギー源の利用に要する費用を当該特定エネルギー供給事業者による電気、熱又は燃
料製品の供給の対価に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ
適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知
を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

「エネルギー供給構造高度化法案」（エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び
化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案：平成２１年３月１０日 閣議決定）における
国の責務

（参考９） 「買取制度」についての「国民の理解と協力」


